
 

 

 

 

Ⅰ 概要 

労働保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上の

ため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号。以下

「徴収法」という。）等に基づく手続のうち、届出契機が同一のものについて、

ワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるため、労働

保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和 47 年労働省令第８号。以

下「徴収則」という。）の一部を改正する。 

なお、これに併せて、より簡素に手続が行えるよう、各届書を一つづりとし

た届出様式を用意する。 

 

Ⅱ 改正の内容 

  

○ 徴収法第４条の２に規定する労働保険関係成立届について、対象事業（※）

の事業主が、健康保険法及び厚生年金保険法上の「新規適用届」又は雇用保

険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合においては、年金事務

所、労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して提出することができるも

のとする。 

 

※本省令改正により、年金事務所、労働基準監督署又は公共職業安定所を

経由して届け出ることができる事業は、一元適用の継続事業（個別）と

する。 

 

 

○ この場合において、事業主が提出する概算保険料申告書についても同様

に、年金事務所、労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由して提出

することができるものとする。 

  

Ⅲ 根拠条文 

徴収法第４条の２及び第 45 条の２ 

 

Ⅳ 公布日 

令和元年７月（予定） 

 

Ⅴ 施行日 

  令和２年１月１日（予定） 
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案（労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則の一部を改正関係）の背景について

「規制改革実施計画」（平成29年６月９日閣議決定）におい
て、平成31年度までを取組期間とし、政府全体で行政手続コス
ト（行政手続に要する事業者の作業時間）を20％削減する取組
を進めることとされた。
これを踏まえて厚生労働省において策定した、「行政手続コス

ト」削減のための基本計画において、①届出様式の統一化（厚生
年金保険、健康保険、労働保険及び雇用保険の各手続において届
出契機が同じ４種の手続（※）について統一化した届出様式を新
たに設ける）、②ワンストップ受付窓口の設置（統一様式につい
ては、受付窓口も統一化し、年金事務所、労働基準監督署及びハ
ローワークにおいてそれぞれ一括して受け付ける）を行うことと
している。
※ 新規適用届（適用事業所設置届、労働保険関係成立届）、適用事業所全喪届（適用事業所廃止届）、

被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届


